
　
町
内
の
業
者
を
活
用
し
て
自
宅
を

リ
フ
ォ
ー
ム
し
た
場
合
に
、
国
の
重

点
支
援
交
付
金
を
活
用
し
、
費
用
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。
こ
の
助
成
事

業
は
今
年
度
で
終
了
と
な
り
ま
す
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

対
象
者

《
申
請
の
要
件
》

・
町
内
に
築
５
年
以
上
の
住
宅
を
所
有

し
、
そ
こ
に
居
住
し
て
い
る
人

・
過
去
に
、
本
事
業
お
よ
び
甘
楽
町
住

環
境
改
善
助
成
事
業
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
人

《
申
請
者
お
よ
び
同
居
し
て
い
る
共
有
者

（
住
宅
の
共
有
名
義
の
所
有
者
）の
要
件
》

・
町
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

・
暴
力
団
員
な
ど
で
な
い
こ
と

対
象
住
宅
　
補
助
金
対
象
者
が
所
有
し

居
住
す
る
築
５
年
以
上
の
住
宅

対
象
工
事

（
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
こ
と
）

・
内
装
、
浴
室
、
ト
イ
レ
、
外
壁
の
塗

装
な
ど
の
生
活
環
境
向
上
を
目
的
と
す

る
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
で
あ
る
こ
と

※
エ
ア
コ
ン
、
温
水
器
の
補
助
は
対
象

外
で
す
。（
８
ペ
ー
ジ
参
照
）

・
町
内
の
業
者
（
法
人
は
本
店
が
町
内

に
あ
る
業
者
）
に
発
注
す
る
工
事
で
あ

る
こ
と

・
補
助
対
象
の
工
事
費
用
が
10
万
円

（
税
込
み
）
以
上
で
あ
る
こ
と

・
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
る
前
に

着
工
ま
た
は
完
成
し
て
い
な
い
こ
と

・
工
事
完
了
後
30
日
ま
で
に
工
事
完
了

報
告
が
で
き
る
こ
と

補
助
金
額

《
補
助
率
》
補
助
対
象
の
工
事
費
用
の

10
％
以
内
（
中
学
生
以
下
の
子
ど
も
が

い
る
場
合
は
20
％
以
内
）

《
限
度
額
》
20
万
円

申
請
期
限

令
和
9
年
２
月
26
日
㈮

※
予
算
に
達
し
次
第
、
締
め
切
り
と
な

り
ま
す
。

申
請
・
問
合
せ
　

建
設
課
都
市
計
画
係
　

☎ 

(64)
８
３
２
２
　

FAX 

(74)
５
８
１
３

◎
在
宅
で
介
護
を
受
け
て
い
る
常
時
お

む
つ
を
必
要
と
す
る
人
に
、
紙
お
む
つ

を
支
給
し
ま
す

対
象
者
　
町
内
に
住
所
が
あ
り
、
①
ま

た
は
②
に
該
当
す
る
人
　

①
65
歳
以
上
の
寝
た
き
り
ま
た
は
認
知

症
の
高
齢
者
　

②
身
体
ま
た
は
精
神
に
相
当
程
度
の
障

が
い
の
あ
る
心
身
障
害
児
（
者
）

支
給
内
容
　
紙
お
む
つ
、
尿
取
り
パ
ッ
ド

支
給
回
数
　
年
３
回
（
６
月
・
10
月
・

２
月
）

申
請
方
法
　
４
月
24
日
㈮
ま
で
に
福
祉

係
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
昨
年
度
の

申
請
者
に
は
、
町
か
ら
継
続
の
申
請
書

を
送
付
し
ま
す
。

◎
心
身
に
障
が
い
の
あ
る
人
へ
、
初
乗

り
運
賃
分
を
補
助
す
る
福
祉
タ
ク
シ
ー

券
を
交
付
し
ま
す

対
象
者
　
町
内
に
住
所
が
あ
り
、現
在
、

自
動
車
税
ま
た
は
軽
自
動
車
税
（
種
別

割
）
の
減
免
を
受
け
て
い
な
い
人

◆
左
記
に
該
当
す
る
人

視
覚
障
害
者
　
１
級
か
ら
６
級
ま
で

聴
覚
障
害
者
　
２
級

肢
体
不
自
由
　
▼
下
肢
　
１
級
か
ら
６

級
ま
で
　
▼
体
幹
　
１
級
か
ら
３
級
ま

で
ま
た
は
５
級

内
部
機
能
障
害
　
▼
心
臓
機
能
障
害
・

じ
ん
機
能
障
害
・
呼
吸
機
能
障
害
・
ぼ

う
こ
う
ま
た
は
直
腸
の
機
能
障
害
・
小

腸
機
能
障
害
　
１
級
、
３
級
ま
た
は
４

級
　
▼
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ

る
免
疫
機
能
障
害
・
肝
臓
機
能
障
害
　

１
級
か
ら
４
級
ま
で

療
育
手
帳
所
持
者

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
所
持
者

利
用
の
範
囲
と
交
付
枚
数
　
町
と
協
定

を
結
ん
で
い
る
業
者
の
タ
ク
シ
ー
で
、

年
間
36
枚
を
交
付
し
ま
す
。

※
年
度
途
中
に
申
請
し
た
場
合
は
、
月

数
に
応
じ
た
枚
数
と
し
ま
す
。

 

※
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
た
場
合

は
、
タ
ク
シ
ー
券
を
返
却
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

申
請
方
法
　
手
帳
を
持
参
の
上
、
福
祉

係
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
期
限
切
れ
の
券
を
お
持
ち
の

人
は
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

～
共
通
事
項
～

申
請
・
問
合
せ
　

に
こ
に
こ
甘
楽
　
福
祉
課
福
祉
係
　

☎ 

(67)
５
１
６
２
　

FAX 

(67)
７
０
６
６

甘楽町役場　　☎74 - 3131（代）　 FAX  74 - 5813（代）
にこにこ甘楽　☎67 - 7655（代）     FAX  67 - 7066（代）

甘
楽
町
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

促
進
事
業
補
助
金

ホームページ

福
祉
係
か
ら
の
お
知
ら
せ

   
   

下
井
住
宅
団
地

下
井
住
宅
団
地  

残
り
３
区
画

残
り
３
区
画

   
   

好
評
分
譲
中

好
評
分
譲
中

　詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
ま

た
は
担
当
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　甘
楽
郡
土
地
開
発
公
社
甘

楽
町
支
所
（
建
設
課
都
市
計
画
係
）

☎ 

(64)
８
３
２
２

FAX 

(74)
５
８
１
３

ホームページ
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